
佐々木：源義忠の暗殺と源義光  

天
仁
二
年
（
一
一
〇
九
）
二
月
の
源
義
忠
の
殺
害
と
そ
の
後
の
源
義
網
一
族
の
 
 

没
落
は
、
源
義
家
の
築
い
た
武
家
棟
梁
と
し
て
の
源
氏
の
地
位
を
揺
る
が
せ
、
以
 
 

降
の
平
家
の
撞
頭
を
許
す
契
機
と
な
つ
た
か
ら
、
少
な
か
ら
ぬ
政
治
史
的
意
義
を
 
 

持
つ
事
件
で
あ
る
。
従
っ
て
院
政
時
代
史
の
研
究
に
言
及
さ
れ
る
事
が
多
く
、
竹
 
 

内
理
三
氏
T
〉
・
安
田
元
久
氏
｛
2
）
は
義
網
一
族
の
没
落
と
為
義
の
起
用
に
、
摂
関
家
 
 

に
近
い
源
氏
内
紛
へ
の
白
河
院
の
介
入
の
政
治
的
意
図
を
見
い
だ
し
て
ゐ
る
。
対
 
 

し
て
上
横
手
雅
敬
氏
は
院
に
源
氏
抑
制
の
意
図
は
な
く
若
年
の
為
義
の
起
用
は
逆
 
 

に
そ
の
引
き
立
て
と
す
る
〈
3
）
。
元
木
泰
雄
氏
も
上
横
手
氏
の
見
解
を
受
け
継
ぐ
 
 

が
、
義
網
一
族
の
滅
亡
に
発
展
す
る
過
程
に
は
、
義
忠
殺
害
嫌
疑
人
の
源
重
実
 
 

と
、
義
明
追
捕
の
際
の
不
手
際
か
ら
処
分
さ
れ
た
重
時
兄
弟
の
佐
渡
氏
と
義
家
一
 
 

族
と
の
対
立
が
関
与
し
て
ゐ
る
と
し
、
棟
梁
義
家
死
後
の
源
氏
一
族
諸
流
の
自
立
 
 

が
事
件
の
歴
史
的
背
景
で
あ
る
と
す
る
〈
ミ
 
 
 

何
よ
り
事
件
の
性
格
か
ら
真
相
を
究
明
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
が
、
義
忠
暗
殺
 
 

の
真
相
と
義
綱
一
族
追
討
の
経
緯
に
つ
い
て
詳
細
に
記
す
の
が
『
尊
卑
分
脈
』
で
 
 

源
義
忠
の
暗
殺
と
源
義
光
 
 

貴
方
は
こ
の
 
〝
秘
密
″
が
四
半
世
紀
も
貴
方
に
解
か
れ
る
こ
 
 

と
ば
か
り
を
待
っ
て
い
た
と
で
も
お
思
い
な
の
じ
ゃ
な
く
て
？
 
 

－
－
M
・
エ
リ
ア
ー
デ
『
ホ
ー
ニ
ヒ
ベ
ル
ガ
ー
博
士
の
秘
密
』
 
 

佐
々
木
 
紀
一
 
 

あ
る
。
即
ち
義
忠
が
源
氏
棟
梁
に
就
く
こ
と
を
叔
父
の
義
光
が
嫉
み
、
鹿
島
冠
者
 
 

を
操
り
、
暗
殺
実
行
後
、
弟
の
快
挙
と
共
謀
し
て
、
冠
者
を
堀
埋
め
て
そ
の
口
を
 
 

封
じ
た
と
す
る
陰
惨
な
記
事
が
見
え
る
。
源
氏
棟
梁
の
座
を
巡
る
一
族
の
内
紛
を
 
 

端
的
に
示
す
が
、
『
佐
竹
家
鰭
』
〈
5
｝
の
指
摘
通
り
、
一
族
の
血
の
復
讐
を
伴
ふ
筈
 
 

の
極
秘
情
報
が
何
故
『
尊
卑
』
に
伝
は
つ
た
か
。
 
 
 

『
尊
卑
』
の
説
は
稗
史
『
前
太
平
記
』
に
敷
術
さ
れ
、
藩
祖
を
卑
劣
漢
に
す
る
 
 

事
が
で
き
な
い
『
佐
竹
家
譜
』
で
は
そ
れ
を
否
定
し
（
ミ
蓋
然
的
に
義
光
無
罪
・
 
 

義
網
真
犯
人
説
を
展
開
す
る
が
、
現
在
の
所
、
西
岡
虎
之
助
氏
（
7
）
も
『
尊
卑
』
を
 
 

受
け
、
竹
内
氏
・
安
田
氏
・
上
横
手
氏
は
真
偽
不
明
と
し
な
が
ら
『
尊
卑
』
記
事
 
 

を
紹
介
し
て
ゐ
る
。
し
か
し
元
木
氏
が
事
件
の
考
察
に
利
用
し
な
い
の
は
正
し
 
 

く
、
そ
の
史
料
的
価
値
に
は
確
か
に
問
題
が
多
い
と
筆
者
に
も
思
は
れ
る
。
此
処
 
 

で
は
『
尊
卑
』
の
義
家
流
記
事
の
価
値
を
批
判
し
、
事
件
以
外
に
通
説
と
さ
れ
る
 
 

為
義
の
出
自
に
つ
い
て
『
尊
卑
』
を
否
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
更
に
義
 
 

光
首
謀
者
説
の
成
り
立
つ
背
景
が
あ
る
事
を
指
摘
す
る
も
の
で
あ
る
。
 
 

一
、
『
尊
卑
分
脈
』
 
の
注
記
 
 
 

新
訂
増
補
国
史
大
系
本
は
源
氏
系
図
の
底
本
を
林
家
校
訂
本
と
し
、
脇
坂
本
・
 
 

前
田
家
所
蔵
一
本
・
内
閣
文
庫
本
・
故
実
叢
書
本
に
よ
る
と
あ
る
（
異
本
の
異
同
 
 

は
【
 
】
で
示
す
）
。
煩
雑
で
あ
る
が
そ
の
本
文
を
挙
げ
れ
ば
以
下
の
通
り
（
「
第
 
 

一
義
家
長
子
義
親
井
二
男
義
国
流
」
・
「
第
三
頼
義
次
男
賀
茂
二
郎
義
網
三
郎
義
 
 

光
流
」
 
よ
り
抜
粋
）
。
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母
同
義
家
朝
臣
 
 
 

号
石
橋
流
 
 

義
忠
殺
密
事
得
虚
名
、
仇
可
 
 

誅
伐
之
旨
、
為
義
読
 
勅
宜
発
 
 

向
之
間
、
楯
籠
江
州
甲
賀
山
、
即
貸
 
 

襲
之
処
、
忽
送
出
家
為
法
肺
、
降
 
 

来
干
為
義
之
間
、
即
召
具
之
上
洛
、
 
 

子
息
等
四
人
於
其
場
、
先
各
 
 

自
菩
畢
 
 

義
鯛
法
師
俵
陳
謝
被
配
流
佐
波
 
 

国
、
其
後
長
承
元
年
重
俵
披
追
討
 
 

遂
自
害
了
 
 

父
於
賀
茂
社
命
加
首
服
 
 

号
賀
茂
次
郎
 
 
依
号
之
云
々
 
 

上
野
常
陸
等
介
陸
奥
守
 
 

伊
勢
美
浪
甲
斐
侶
洩
【
権
】
守
 
 

使
 
左
衡
門
尉
 
正
五
下
 
 

元
欺
 
三
 
 
 

天
仁
二
二
七
、
叔
父
義
光
依
含
鬱
陶
相
綺
郎
従
鹿
嶋
三
郎
、
宛
令
書
之
、
干
時
廿
六
 
 
 

歳
 
 
 

叔
父
義
網
依
虚
名
被
召
囚
、
為
義
奉
勅
、
於
江
州
甲
賀
山
捕
虜
、
即
令
出
家
、
義
網
 
 
 

降
来
、
子
息
等
自
害
、
義
網
子
息
内
義
明
在
京
住
季
房
宿
所
、
同
位
彼
虚
名
、
源
判
 
 
 

官
重
時
、
奉
勅
発
向
追
捕
合
戦
、
義
明
・
季
方
等
自
寮
了
 
 

白
河
院
判
官
代
 
 

使
 
左
衛
門
尉
 
 

父
出
家
降
干
為
義
之
時
 
 

備
一
流
正
嫡
 
 

右
兵
価
格
佐
・
河
内
守
・
従
五
下
 
 

使
 
左
衛
門
大
尉
・
帯
刀
長
・
左
兵
衛
尉
 
 

母
大
舎
人
頭
 
 

藤
原
親
明
女
 
 

美
福
門
院
判
官
代
 
 

義
範
 
舎
兄
等
自
害
同
所
 
 

母
同
義
弘
 
自
害
畢
、
切
腹
了
 
 
 

舎
兄
自
殺
同
 
 

美
濃
四
郎
 
 

号
美
邁
三
郎
 
 

義
明
 
 

母
同
義
仲
 
 

為
勧
父
自
啓
於
其
場
 
 
 

義
弘
 
 

母
越
前
守
季
定
女
 
界
面
木
投
身
於
瞼
谷
死
了
 
 

啓
二
郎
 
 

義
俊
舎
兄
自
殺
同
時
於
 
 

母
 
 
 
同
場
自
飛
入
深
渓
死
了
 
 

義
忠
 
 

舎
兄
自
殺
同
 
 

時
於
同
場
 
 

入
火
死
畢
 
 
 

義
明
事
 
 
 

義
恩
威
亡
父
追
討
之
時
分
、
依
病
気
不
相
随
父
在
京
、
 
 
 

住
乳
父
腰
滝
口
季
方
宿
所
、
愛
義
忠
事
依
義
明
命
、
 
 
 

偏
為
季
カ
所
行
之
由
、
韮
費
嫌
疑
、
源
大
夫
判
官
重
 
 
 

時
宗
 
宣
旨
、
発
向
追
捕
、
季
方
武
芸
之
計
略
依
為
 
 
 

合
世
替
之
仁
、
即
覚
知
此
事
、
開
私
宅
門
戸
、
相
待
 
 
 

官
僚
、
度
量
時
率
大
軍
寄
来
之
処
、
義
明
季
方
二
人
 
 
 

出
向
不
辞
一
命
防
戦
、
二
人
矢
射
尽
脂
十
六
腰
、
掴
 
 
 

奮
二
百
余
人
郎
従
下
部
等
之
後
、
失
種
燭
、
二
人
自
 
 
 

奮
了
 
 

英
浪
孫
太
郎
 
石
橋
源
三
 
 

盛
宗
 
－
 
盛
俊
－
（
略
）
 
 

『
尊
卑
』
で
は
義
忠
の
殺
害
後
、
義
綱
が
「
得
虚
名
」
、
為
義
が
誅
伐
の
命
を
 
 

受
け
た
為
、
甲
賀
山
に
立
て
籠
も
り
為
義
が
攻
め
寄
せ
た
時
、
義
綱
は
出
家
降
 
 

参
、
子
息
四
人
は
降
参
前
に
自
害
、
義
網
は
佐
渡
に
流
罪
の
後
、
長
承
元
年
に
追
 
 

討
を
受
け
自
害
し
た
と
す
る
。
一
方
義
明
は
父
の
逃
亡
時
は
病
気
の
為
、
在
京
 
 

し
、
義
忠
殺
害
へ
の
関
与
を
「
重
蒙
嫌
疑
」
 
っ
た
為
、
検
非
違
使
重
時
の
大
軍
の
 
 

追
討
を
受
け
、
奮
戦
し
た
後
、
自
害
し
た
と
す
る
 
 
 

然
る
に
同
時
代
の
記
録
『
殿
暦
』
（
8
）
を
見
る
に
、
事
件
の
経
過
は
以
下
の
通
り
 
 

と
な
る
。
 
 

（
二
月
六
日
条
）
伝
聞
、
検
非
違
使
源
義
忠
〔
義
家
男
〕
、
去
三
日
夜
被
殺
 
 
 

害
了
、
而
間
民
部
卿
来
云
、
院
仰
也
、
義
思
事
何
様
可
被
行
乎
、
大
略
申
了
 
 

（
八
日
条
）
今
日
有
左
府
之
許
重
美
郎
等
召
之
、
仇
左
府
家
を
検
非
違
便
数
多
 
 
 

ウ
チ
か
コ
ム
、
而
重
実
夜
前
被
進
、
於
郎
等
者
籠
彼
、
仇
召
之
、
而
間
一
人
 
 
 

■
－
 
 

∵
 
 

擬
舎
兄
義
家
朝
臣
子
 
 
 

阿
閣
梨
 
 

覚
義
 
 

五
条
院
判
官
代
 
 

義
公
依
父
事
後
日
自
害
 
 

母
越
前
守
季
定
女
 
 

号
宮
冠
者
 
 

義
直
 
 

母
 
 

義
定
 
 

母
 
 
 

（
義
光
注
）
 
 

捕
物
源
判
官
義
忠
婚
家
 
 

相
承
天
下
栄
名
、
相
譜
郎
従
 
 

威
喝
冠
者
令
討
義
忠
畢
 
 

彼
鹿
嶋
三
郎
送
本
意
 
 

其
夜
軸
向
三
井
寺
告
其
 
 

子
細
之
処
、
鼓
光
相
削
苔
 
 

状
、
以
鹿
嶋
三
郎
急
追
舎
 
 

弟
僧
宿
坊
、
而
彼
僧
兼
職
 
 

設
深
土
穴
、
即
捕
彼
鹿
嶋
 
 

丸
堕
穴
、
埋
殺
之
了
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自
害
 
 
 

（
十
日
粂
）
今
日
予
参
院
 
 
 

（
十
一
日
条
）
 
予
参
院
（
中
略
）
参
内
 
 
 

（
十
二
日
粂
）
今
日
依
夢
想
不
出
行
、
従
院
召
黒
馬
、
懐
誉
阿
閣
梨
来
 
 
 

（
十
四
日
粂
）
参
院
 
 
 

（
十
五
日
条
）
於
院
御
使
民
部
卿
来
、
義
忠
殺
害
人
沙
汰
也
 
 
 

（
十
六
日
粂
）
今
日
依
物
忌
不
出
行
、
而
間
従
院
経
忠
朝
臣
来
云
、
義
忠
犯
 
 
 

人
被
横
間
狼
籍
極
甚
、
仇
雑
物
忌
参
内
シ
テ
、
催
諸
陣
宮
人
可
令
候
者
、
仇
怠
 
 
 

参
内
候
内
、
追
捕
間
美
濃
前
守
義
網
三
男
義
明
、
其
庭
被
殺
害
了
、
件
男
犯
 
 
 

人
方
人
也
、
仇
美
濃
前
守
義
綱
去
京
、
向
近
江
辺
云
、
然
間
予
仰
検
非
違
使
 
 
 

見
之
 
 
 

（
十
七
日
条
）
依
召
参
院
、
仰
云
、
義
網
朝
臣
如
謀
反
シ
て
向
坂
束
了
、
如
何
、
 
 
 

予
召
人
々
可
沙
汰
候
由
奏
了
、
仇
内
府
・
民
部
卿
・
源
大
納
言
俊
実
参
入
儀
 
 
 

定
、
戊
剋
許
、
出
羽
守
光
国
・
義
家
朝
臣
四
郎
男
為
義
、
為
追
捕
義
網
遣
之
、
 
 
 

今
夜
昨
日
追
捕
検
非
違
使
重
時
被
止
大
夫
尉
 
 
 

（
十
八
日
条
）
従
内
退
出
、
成
剋
許
参
院
、
随
身
義
綱
消
息
也
、
夜
中
許
退
、
 
 
 

義
綱
於
近
江
国
出
家
、
仇
為
実
検
遣
検
非
違
使
府
生
有
貞
、
予
於
院
仰
之
 
 
 

（
二
十
三
日
条
）
余
参
院
、
今
日
追
捕
使
為
義
、
義
綱
を
尋
得
由
、
進
申
文
、
 
 
 

仇
於
院
公
卿
定
之
 
 

〔
走
力
〕
 
 
 

（
二
十
九
日
粂
）
今
日
及
晩
頭
参
内
、
今
日
義
網
実
也
、
依
法
家
勘
文
被
行
 
 
 

流
罪
佐
波
 
 

後
の
編
纂
史
料
を
見
る
に
『
百
錬
抄
』
で
は
、
 
 
 

二
月
三
日
夜
、
検
非
違
使
左
衛
門
尉
源
義
忠
為
郎
従
、
被
刃
傷
、
同
五
日
死
 
 
 

去
 
 

俊
房
 
 
 

七
日
、
遣
廷
尉
等
於
左
大
臣
第
、
責
取
殺
害
義
忠
之
嫌
疑
人
源
重
実
 
 
 

十
六
日
、
仰
廷
尉
源
重
時
、
令
追
討
美
濃
守
義
綱
三
男
義
明
、
井
前
滝
口
藤
 
 
 

原
季
方
等
、
今
夜
義
網
朝
臣
鬱
憤
赴
東
国
、
即
公
家
逼
迫
討
使
 
 
 

廿
五
日
、
為
義
於
近
江
国
甲
賀
郡
、
尋
得
義
網
、
義
綱
於
大
岡
寺
出
家
 
 
 

廿
九
日
、
前
美
濃
守
義
綱
勘
罪
名
、
配
流
佐
渡
国
、
背
朝
憲
赴
城
外
之
故
也
、
 
 

令
諸
卿
定
申
之
 
 
 

『
十
三
代
要
略
』
 
で
は
、
 
 

（
天
仁
）
 
二
年
 
 

二
月
三
日
夜
、
検
非
違
使
左
衛
門
少
尉
源
義
忠
為
郎
等
被
刃
傷
 
 

同
五
日
暁
、
死
去
 
 

七
日
、
捕
重
実
 
 
 

十
六
日
、
追
捕
義
明
・
季
方
等
、
依
殺
害
義
忠
之
疑
也
 
 
 

廿
九
日
、
配
流
前
美
濃
守
義
網
於
佐
渡
国
、
以
前
源
為
義
捕
「
追
」
也
互
 
 

と
あ
る
。
『
尊
卑
』
に
拠
れ
ば
最
初
に
義
網
が
嫌
疑
を
受
け
甲
賀
に
逃
亡
し
、
別
 
 

に
嫌
疑
を
受
け
た
義
明
が
追
捕
さ
れ
た
事
に
な
り
、
義
網
は
為
義
に
攻
め
寄
せ
ら
 
 

れ
た
後
、
出
家
降
参
し
た
と
す
る
。
し
か
し
三
善
と
も
義
綱
の
出
奔
は
義
明
の
追
 
 

捕
後
で
、
『
殿
暦
』
を
見
る
限
り
、
義
明
の
捕
殺
に
憤
慨
し
た
為
で
あ
る
か
ら
『
尊
 
 

卑
』
は
事
実
の
展
開
に
於
い
て
先
づ
大
き
く
異
な
る
。
 
 
 

次
に
『
尊
卑
』
の
当
該
箇
所
の
注
記
が
胡
乱
な
事
も
気
に
な
る
。
義
綱
の
官
途
 
 

は
確
認
さ
れ
る
限
り
、
左
衛
門
少
尉
（
1
。
）
か
ら
検
非
違
使
を
兼
ね
（
1
1
）
、
下
野
守
雪
 
 

陸
奥
守
1
3
）
、
美
濃
守
1
。
〉
が
官
途
で
、
従
四
位
上
に
ま
で
昇
つ
た
事
が
分
か
り
〈
1
5
〉
、
 
 

事
件
の
時
に
は
前
掲
『
殿
暦
』
に
「
美
濃
前
司
」
と
あ
る
か
ら
、
美
濃
守
が
極
官
 
 

で
あ
る
筈
が
、
『
尊
卑
』
で
は
数
カ
国
の
受
領
歴
が
あ
る
と
す
る
〈
望
ま
た
義
網
 
 

の
子
の
内
、
義
範
を
「
美
福
門
院
判
官
代
」
と
す
る
が
、
時
代
が
合
は
ず
（
1
7
）
、
義
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公
は
「
五
条
院
判
官
代
」
と
あ
る
が
、
「
五
条
院
」
は
該
当
者
が
ゐ
な
い
。
義
弘
は
 
 

検
非
違
使
左
衛
門
尉
と
あ
る
が
、
古
記
録
に
は
白
河
院
蔵
人
と
し
て
見
え
る
の
み
 
 

で
あ
る
へ
柑
〉
。
一
方
の
殺
さ
れ
た
義
忠
も
帯
刀
長
｛
1
9
〉
を
経
、
検
非
連
使
左
衛
門
尉
（
空
 
 

が
極
官
だ
が
、
『
尊
卑
』
 
の
左
兵
衛
尉
・
河
内
守
・
兵
衛
権
佐
は
未
確
認
で
あ
り
、
 
 

且
つ
最
後
の
官
は
当
時
の
源
氏
に
は
不
相
応
で
あ
る
。
従
っ
て
『
尊
卑
』
の
当
該
 
 

箇
所
の
史
料
性
は
十
全
で
は
な
く
、
同
時
代
の
政
治
の
中
枢
に
あ
つ
た
藤
原
忠
実
 
 

の
記
録
を
否
定
し
て
『
尊
卑
』
に
就
く
必
要
は
な
い
の
で
あ
る
。
 
 
 

故
に
元
木
氏
が
事
件
の
経
緯
を
辿
る
上
で
、
『
尊
卑
』
を
利
用
し
な
い
の
は
正
 
 

し
い
訳
だ
が
、
嫌
疑
が
源
重
実
か
ら
一
転
し
て
義
明
に
移
さ
れ
た
と
解
し
、
そ
れ
 
 

と
弟
の
重
時
が
追
捕
の
際
、
義
明
を
死
に
至
ら
し
め
た
事
を
関
連
さ
せ
、
重
実
兄
 
 

弟
の
父
重
宗
が
敵
対
し
た
美
濃
源
氏
の
国
房
を
国
守
時
代
の
義
綱
が
庇
護
し
た
事
 
 

の
あ
つ
た
か
ら
、
義
綱
と
重
宗
一
族
と
の
対
立
が
事
件
の
展
開
の
背
景
に
あ
る
と
 
 

す
る
氏
の
推
定
に
筆
者
は
従
ひ
難
い
〈
鷲
 
『
殿
暦
』
 
二
月
十
六
日
条
を
見
る
限
り
 
 

義
明
は
共
犯
と
あ
り
垂
、
真
犯
人
は
前
日
に
追
捕
さ
れ
た
重
美
と
解
さ
れ
る
か
ら
 
 

で
あ
る
。
後
年
義
親
を
名
乗
る
者
が
殺
さ
れ
た
時
の
公
卿
愈
議
で
、
 
 

治
部
卿
被
申
云
、
大
底
如
人
々
定
申
、
但
憧
尋
犯
人
可
被
行
罪
過
、
又
能
俊
 
 

為
別
当
時
、
検
非
違
使
義
思
於
私
宅
被
害
畢
、
依
其
事
無
過
怠
之
徒
罷
成
畢
、
 
 

如
然
事
能
々
可
被
案
候
也
者
｛
召
 
 

の
明
快
で
な
い
傍
線
部
を
竹
内
氏
の
通
り
、
無
罪
の
者
が
有
罪
に
さ
れ
た
と
解
す
 
 

る
と
し
て
も
、
そ
れ
が
義
綱
親
子
を
指
す
の
か
、
重
美
を
指
す
の
か
明
ら
か
で
は
 
 

な
い
の
で
あ
る
。
 
 
 

義
家
死
後
、
源
氏
の
諸
一
族
が
自
立
を
目
指
し
、
互
ひ
に
対
立
す
る
事
態
の
あ
 
 

っ
た
事
は
暗
殺
事
件
の
一
般
的
背
景
と
し
て
認
め
ら
れ
る
と
し
て
も
、
事
件
の
真
 
 

相
を
明
ら
か
に
す
る
事
が
出
来
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
当
然
、
胡
乱
な
記
事
の
 
 

二
、
為
義
は
義
親
子
か
 
 
 

『
尊
卑
』
 
の
源
氏
嫡
流
に
付
さ
れ
る
注
記
に
誤
り
の
多
い
事
は
先
に
述
べ
た
 
 

が
、
為
義
の
実
父
が
養
親
で
、
義
家
に
よ
り
義
忠
の
子
と
さ
れ
源
氏
の
後
継
者
と
 
 

さ
れ
た
と
す
る
記
述
は
果
た
し
て
事
実
だ
ら
う
か
。
『
尊
卑
』
 
の
為
義
を
見
る
に
、
 
 

養
親
（
イ
）
、
義
忠
 
（
ロ
）
、
義
家
（
ハ
①
・
②
）
 
の
子
と
し
て
掲
出
さ
れ
る
。
 
 

イ
「
第
一
義
家
長
子
義
親
井
二
男
義
国
流
」
 
 

対
馬
太
郎
従
四
下
左
兵
概
佐
 
 
小
太
郎
号
松
庵
上
人
 
天
袋
元
年
八
月
十
二
日
出
家
十
五
歳
 
 

多
い
 
『
尊
卑
』
 
の
言
ふ
、
義
光
の
関
与
を
正
し
い
と
す
る
事
も
不
可
能
で
あ
る
 
 

が
、
筆
者
は
『
尊
卑
』
 
の
為
義
出
自
記
事
の
否
定
と
北
酒
出
本
『
源
氏
系
図
』
の
 
 

注
記
よ
り
、
改
め
て
事
件
の
歴
史
的
意
義
を
明
ら
か
に
し
、
義
光
関
与
の
風
説
が
 
 

生
ま
れ
る
背
景
を
考
へ
た
い
。
 
 

義
親
 
 

右
馬
允
対
馬
次
郎
 
 

義
俊
 
 

伊
予
介
民
部
丞
対
馬
三
郎
、
義
春
云
々
 
 

義
泰
 
 
 

為
義
 
 
 
 
【
父
滅
亡
之
後
幼
稚
孤
蕗
、
仇
為
祖
父
義
家
朝
臣
命
、
備
叔
父
義
忠
継
嗣
、
両
親
 
母
 
号
六
条
判
官
 
忠
又
就
亡
之
後
、
擬
祖
父
子
為
直
与
継
子
云
々
】
 
 

六
男
也
従
五
下
伊
勢
守
兵
庫
允
 
 
 
武
曾
冠
着
 
 

兵
庫
允
伊
予
介
対
馬
四
郎
 
 

義
行
 
 

延
朗
俗
名
義
美
、
重
名
徳
寿
丸
 
 

信
政
 
 

阿
波
守
藤
原
経
声
童
 
 

女
子
宗
楽
卿
硬
網
等
母
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ハ
①
「
第
一
義
家
長
子
養
親
井
二
男
義
国
流
」
に
 
 

実
孝
義
親
子
也
、
義
親
誅
伏
之
後
、
為
祖
父
義
家
朝
臣
命
、
定
義
忠
継
子
、
而
義
忠
又
妖
亡
之
間
、
孤
魔
 
 

仇
槻
祖
父
継
嗣
為
一
流
正
嫡
者
也
 
 

六
条
判
官
 
 

従
五
下
叙
留
 
 

使
 
左
横
門
大
尉
 
 
 

義
家
 
－
 
為
義
 
 

母
 
 
 

と
あ
り
、
 
 

②
「
第
二
義
家
五
男
為
義
嫡
男
義
朝
流
」
に
再
掲
出
し
て
、
 
 
 

ロ
 
（
同
前
）
 
 

義
忠
 
 

右
兵
衛
権
佐
従
四
下
 
 

左
馬
允
兵
庫
助
 
 

左
兵
衛
尉
 
 

義
高
 
 
 

飯
富
源
太
 
 

内
舎
人
 
 

忠
宗
 
 
 

右
京
権
大
夫
 
 

兵
庫
助
 
 

右
衛
門
尉
従
五
下
 
 

義
持
 
 

母
刑
部
卿
平
忠
盛
女
 
 

実
者
老
親
六
男
也
、
 
 

左
衛
門
大
尉
 
 

為
義
 
 

母
 
号
六
条
判
官
 
 
 

義
雄
 
 

河
内
源
太
 
 

養
父
又
秩
亡
之
後
為
祖
父
義
家
朝
臣
蔽
与
継
子
云
々
 
 

A
為
義
事
 
 
 

実
者
義
親
四
男
也
、
父
謀
叛
滅
亡
之
時
、
依
為
孤
虔
幼
稚
、
義
家
以
四
男
義
思
定
継
嗣
之
日
、
即
以
為
義
可
傭
嗣
嫡
 
 
 

之
由
命
置
之
処
、
義
忠
又
不
慮
所
亡
之
間
、
以
為
義
掘
祖
父
直
与
継
子
、
委
附
当
流
一
跡
畢
、
仇
正
嫡
所
帯
文
番
兵
 
 

具
等
悉
薬
承
之
畢
 
 
 

B
保
安
四
七
廿
九
【
直
】
任
左
横
門
【
少
】
尉
〔
召
進
叔
父
義
綱
鱒
十
四
載
〕
、
保
延
二
十
三
辞
尉
、
久
安
二
正
 
 
 

十
三
選
任
、
同
月
廿
六
日
転
大
尉
禁
便
宜
旨
〔
五
十
二
【
才
】
〕
、
同
六
年
叙
従
五
位
下
〔
叙
留
〕
、
久
寿
元
十
一
 
 

廿
二
停
任
〔
依
息
為
朝
鋭
西
悪
行
事
〕
 
 

C
治
部
允
、
中
宮
少
進
、
左
馬
允
、
兵
庫
介
、
尾
張
介
、
伊
予
、
相
模
、
河
内
、
下
野
【
格
】
守
、
使
左
 
 

衡
門
大
尉
、
従
五
位
下
叙
留
 
 
 

義
家
 
－
 
為
義
 
 

母
同
義
国
中
官
亮
有
網
女
 
 
 

と
し
て
、
源
氏
嫡
流
と
な
る
経
緯
が
注
記
に
示
さ
れ
る
。
し
か
し
詳
細
に
そ
の
記
 
 

事
を
検
討
す
れ
ば
、
ハ
②
C
で
為
義
の
母
を
義
国
と
同
じ
と
す
る
事
は
そ
れ
ま
で
 
 

の
説
明
と
矛
盾
す
る
。
ま
た
為
義
は
義
網
追
捕
で
無
官
よ
り
左
衛
門
尉
に
任
ぜ
ら
 
 

れ
（
2
。
）
、
国
守
に
任
ぜ
ら
れ
る
事
な
く
検
非
違
使
で
左
衛
門
大
尉
毎
に
終
は
つ
た
か
 
 

ら
、
そ
れ
以
外
の
官
途
は
未
確
認
で
怪
し
い
。
ま
た
イ
・
ロ
で
為
義
の
兄
弟
（
及
 
 

び
そ
の
子
孫
）
 
の
多
く
が
他
の
史
料
に
見
い
だ
さ
れ
ず
垂
、
付
さ
れ
る
官
位
が
高
 
 

す
ぎ
る
。
そ
の
中
で
義
信
は
『
元
亨
釈
書
』
に
見
え
る
が
、
そ
の
官
位
は
不
明
で
 
 

あ
る
。
 
 
 

以
上
の
点
で
よ
り
正
確
な
の
は
北
酒
出
本
『
源
氏
系
図
』
〈
空
で
あ
る
 
（
図
は
判
 
 

読
不
能
）
。
 
 

三
河
植
守
イ
本
云
 
 

母
美
乃
才
守
源
隆
長
女
 
 

義
親
 
 

前
対
馬
守
才
五
下
 
 

従
五
位
下
 
 

号
因
幡
冠
者
 
 
 
－
 
 

イ
本
云
文
革
博
士
云
々
 
 

母
安
木
守
藤
有
網
女
 
 

房
才
 
 

義
忠
 
 

使
検
非
違
使
 
 

松
尾
上
人
 
 
 

々
々
々
々
 
 

天
仁
二
二
三
為
郎
従
鹿
鳩
三
郎
 
 
 

被
殺
害
了
、
同
五
日
卒
去
升
三
 
 
 

坐
事
配
流
隠
岐
国
之
間
、
逗
留
出
重
 
 
 

殺
害
自
代
、
仇
令
因
幡
守
平
正
盛
 
 

追
討
云
々
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住
下
野
 
 

国
 
 

号
陸
奥
六
郎
 
 

義
朝
為
子
 
 

平
治
元
十
二
升
六
 
 

合
戦
被
諌
了
 
 

僧
覚
豪
 
 

八
幡
宮
執
行
 
 

号
平
等
房
法
橋
 
 
 

僧
増
珍
 
 
 

信
実
 
 
 

母
同
義
忠
 
 

大
 
才
五
上
 
 

前
左
横
門
尉
 
 
 
下
 
 

概
岐
院
五
位
判
官
代
 
 

イ
本
云
 
 

号
六
条
判
官
 
 

従
五
位
下
左
横
門
大
尉
 
 

号
足
利
式
部
大
夫
 
 

久
寿
二
六
升
五
死
 
什
一
 
 

式
部
図
佐
 
 

母
同
上
 
 

義
国
 
 
 

左
横
門
尉
 
 

帯
刀
長
 
 

世
号
臍
判
官
 
 

母
同
義
忠
 
 出

家
イ
本
 
 

才
五
下
 
云
 
 

と
あ
る
が
、
先
に
『
尊
卑
』
の
疑
問
点
と
し
た
実
在
不
明
者
や
、
不
相
応
に
官
位
 
 

の
高
い
注
記
が
掲
載
さ
れ
ず
、
義
網
・
義
弘
の
官
位
は
よ
り
正
確
、
若
し
く
は
矛
 
 

盾
が
少
な
い
雪
一
方
で
義
忠
暗
殺
者
を
鹿
嶋
三
郎
と
す
る
点
や
、
義
網
子
達
の
 
 

最
期
の
記
事
は
『
尊
卑
』
に
近
い
が
、
何
よ
り
為
義
を
義
家
の
子
と
す
る
だ
け
 
 

で
、
養
（
猶
）
子
記
事
が
な
い
。
そ
の
母
の
注
記
よ
り
為
義
は
義
家
の
実
子
と
な
 
 

る
か
ら
、
北
酒
出
本
が
義
親
・
義
忠
と
の
関
係
を
略
し
た
と
見
る
事
は
出
来
な
 
 

い
。
他
の
中
世
成
立
系
図
（
空
で
も
為
義
の
母
を
義
忠
又
は
義
国
に
同
じ
と
し
て
を
 
 

り
、
義
親
実
子
或
は
義
忠
・
義
家
猶
（
養
）
子
と
し
て
ゐ
な
い
事
、
何
よ
り
『
殿
 
 
 

「
那
 
 

「
賀
茂
次
郎
」
（
朱
書
）
 
 

使
 
大
夫
尉
 
 

賀
茂
二
郎
 
 
 

前
美
濃
守
正
四
下
 
 

下
野
 
陸
奥
 
 

イ
本
不
入
 
自
害
 
 

義
優
 
先
官
 
 

宮
二
郎
 
母
同
 
 

母
同
 
 

イ
阿
 
 

義
明
 
 
依
義
忠
事
以
源
重
時
被
追
捕
之
時
、
自
殺
了
 
 
 

美
乃
三
郎
 
乳
母
夫
腰
滝
口
季
貿
不
惜
命
惜
名
、
同
自
殺
了
 
 

母
大
舎
人
親
明
女
 
 

義
仲
長
イ
 
 
俵
父
事
入
火
死
 
 
 

四
郎
元
宮
 
 

母
同
義
弘
 
 

義
範
 
依
父
事
於
甲
賀
山
自
殺
了
 
 

小
一
粂
判
官
代
 
 
 

義
公
 
 

義
直
 
 

母
越
後
守
季
定
女
 
 

義
弘
 
 

白
川
院
蔵
人
 
 

白
山
因
木
欺
 
 

俵
父
事
落
白
高
 
 

木
死
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暦
』
十
七
日
条
や
「
義
家
子
」
（
3
。
）
と
あ
る
か
ら
、
為
義
は
義
家
実
子
と
す
べ
き
で
 
 

あ
る
。
『
尊
卑
』
の
矛
盾
点
で
あ
る
C
②
の
為
義
の
母
の
注
記
は
、
本
来
の
系
図
 
 

の
注
記
を
残
し
た
為
で
あ
ら
う
。
 
 
 

『
尊
卑
』
の
注
記
に
義
忠
死
後
に
何
人
か
が
義
家
の
実
子
と
し
て
文
書
等
を
直
 
 

伝
さ
せ
た
と
あ
る
の
も
、
ロ
に
拠
れ
ば
既
に
義
忠
の
後
継
者
と
さ
れ
て
ゐ
た
と
あ
 
 

る
以
上
、
そ
の
意
図
が
不
可
解
な
記
事
で
あ
る
が
、
為
義
の
嫡
流
相
続
が
不
慮
の
 
 

事
件
の
結
果
で
は
な
く
、
本
来
嫡
子
で
あ
る
義
親
の
子
で
、
且
つ
当
初
よ
り
義
家
 
 

に
よ
り
源
氏
の
正
嫡
と
し
て
定
め
ら
れ
た
ゐ
た
と
す
る
権
威
付
け
が
『
尊
卑
』
注
 
 

記
の
作
為
の
動
機
で
あ
ら
う
。
ハ
②
A
で
は
正
嫡
所
帯
の
兵
具
を
為
義
が
伝
領
し
 
 

た
と
あ
る
が
、
物
語
『
剣
巻
』
に
も
、
 
 
 

義
家
ハ
子
ド
モ
ア
マ
タ
有
リ
ケ
レ
ド
モ
、
嫡
子
対
馬
守
義
親
ハ
出
雲
国
こ
テ
 
 
 

謀
叛
ノ
聞
へ
有
こ
ヨ
ツ
テ
、
因
幡
守
正
盛
ヲ
追
討
ノ
使
二
被
下
テ
、
彼
ノ
国
 
 

二
テ
ウ
タ
レ
ミ
次
男
河
内
判
官
義
忠
、
三
男
式
部
大
夫
義
国
是
ラ
へ
譲
ズ
 
 

シ
テ
、
四
男
六
条
判
官
為
義
、
未
ダ
ミ
チ
ノ
国
ノ
四
郎
十
三
こ
成
ケ
ル
二
、
 
 

二
剣
ヲ
譲
り
タ
リ
。
為
義
是
ヲ
譲
り
得
テ
、
ア
ク
ル
十
四
歳
、
伯
父
美
乃
守
 
 
 

義
綱
ノ
朝
臣
謀
叛
ノ
由
聞
へ
ケ
レ
バ
、
臆
テ
為
義
ヲ
打
手
二
被
下
ケ
ル
、
義
 
 
 

綱
ハ
甥
ノ
為
義
ガ
打
手
二
向
卜
聞
へ
ケ
レ
バ
、
家
ノ
名
ヲ
モ
ヲ
モ
ワ
ズ
シ
テ
、
 
 
 

本
鳥
ヲ
切
テ
降
人
二
ナ
リ
、
為
義
ガ
幸
二
取
レ
、
ノ
ポ
リ
ケ
ル
。
是
モ
剣
ノ
 
 

用
ト
ゾ
覚
へ
ケ
ル
（
む
 
 

と
為
義
が
義
家
よ
り
直
接
名
剣
を
譲
ら
れ
た
と
す
る
記
事
が
あ
り
、
為
義
の
嫡
流
 
 

継
承
を
同
様
に
理
解
し
て
ゐ
る
。
実
態
よ
り
も
高
い
官
位
も
、
源
氏
の
地
位
を
高
 
 

め
る
為
で
あ
る
が
、
『
尊
卑
』
の
美
濃
三
郎
義
明
の
最
期
の
奮
戦
の
誇
張
重
か
ら
 
 

し
て
、
『
尊
卑
』
の
注
記
は
源
氏
功
業
と
も
い
ふ
べ
き
物
語
の
性
格
が
あ
り
、
未
 
 

知
の
典
拠
に
由
来
す
る
可
能
性
も
考
へ
ら
れ
る
だ
ら
う
。
 
 
 

残
さ
れ
た
当
時
十
四
歳
の
為
義
少
年
が
元
来
嫡
子
の
地
位
を
約
束
さ
れ
て
ゐ
な
 
 

か
つ
た
と
す
る
と
、
義
忠
の
暗
殺
に
源
氏
の
後
継
者
争
ひ
の
可
能
性
は
無
か
つ
た
 
 

の
だ
ら
う
か
。
無
論
、
義
忠
暗
殺
の
首
謀
者
を
義
光
と
す
る
『
尊
卑
』
の
関
連
記
 
 

事
は
そ
の
史
料
性
か
ら
し
て
俄
に
従
へ
な
い
が
、
義
網
一
族
の
滅
亡
に
義
光
関
与
 
 

の
風
評
を
生
む
事
が
果
た
し
て
な
か
つ
た
か
、
改
め
て
検
討
し
て
見
よ
う
。
 
 

三
、
義
光
首
謀
説
に
つ
い
て
 
 
 

筆
者
は
先
に
長
楽
寺
本
系
『
源
氏
系
図
』
は
『
尊
卑
』
と
共
通
の
系
図
よ
り
出
 
 

て
ゐ
る
と
し
た
が
垂
、
義
光
の
犯
行
と
す
る
簡
略
記
事
が
あ
る
。
同
系
の
二
本
を
 
 

挙
げ
れ
ば
〈
3
。
〉
、
 
 

長
楽
寺
本
『
源
氏
系
図
』
 
 
 

正
四
位
下
陸
奥
守
 
 
 

母
上
野
守
直
方
女
 
 

八
幡
太
郎
義
家
 
 

従
五
位
下
 
 

陸
奥
守
為
義
 
 

従
五
位
上
住
下
野
国
母
中
宮
 
 

式
部
大
夫
義
国
 
亮
有
権
女
 
 

義
信
 
 

対
馬
守
義
親
 
 

為
源
義
光
被
殺
膏
 
 

河
内
判
官
義
忠
 
 

五
郎
左
衛
門
尉
義
時
 
 
 

盛
経
 
 

稲
沢
小
淑
太
 
 
 

蓮
俊
法
印
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抄
本
寺
本
『
源
家
系
図
』
 
 

「   
賀
茂
六
郎
 
 

美
濃
守
義
綱
 
 

陸
奥
守
 
 

八
幡
太
郎
義
家
 
 

号
加
茂
次
郎
 
 

美
濃
守
義
綱
 
 

対
馬
守
養
親
謀
反
被
誅
畢
 
 
 

河
内
判
官
義
忠
為
源
義
光
被
誅
畢
 
 
 

式
部
大
夫
義
国
 
 

陸
奥
判
官
為
義
ほ
博
（
略
）
 
 

五
郎
左
衛
門
尉
義
時
 
－
 
（
略
）
 
 

義
弘
 
 
 

義
俊
 
 
 

義
明
 
 
 

義
長
 
 

と
あ
る
が
、
系
図
の
呼
称
官
位
も
妥
当
で
（
但
し
長
楽
寺
本
の
「
陸
奥
守
為
義
」
 
 

は
誤
り
）
、
こ
の
注
記
を
敷
術
し
た
の
が
『
尊
卑
』
の
可
能
性
が
あ
る
と
見
る
事
 
 

に
な
る
。
但
し
現
存
の
長
楽
寺
本
系
『
源
氏
系
図
』
の
最
終
的
成
立
は
中
世
後
期
 
 

で
あ
る
か
ら
、
問
題
の
記
事
が
そ
の
過
程
で
『
尊
卑
』
の
如
き
記
事
を
略
述
し
て
 
 

取
り
込
ま
れ
た
可
能
性
を
排
除
す
る
事
は
出
来
な
い
だ
ら
う
。
し
か
し
北
酒
出
本
 
 

に
も
別
に
義
光
の
関
与
を
疑
は
せ
る
記
事
が
あ
る
。
 
 
 

『
尊
卑
』
 
で
は
鹿
島
冠
者
殺
害
が
園
城
寺
の
快
誉
の
房
で
成
さ
れ
た
と
あ
る
 
 

が
、
義
光
は
新
羅
社
、
園
城
寺
に
信
仰
が
篤
く
、
寺
内
に
金
光
院
を
建
立
し
、
所
 
 

蘭
を
寄
進
し
、
そ
の
院
主
に
寺
僧
の
長
子
覚
義
を
掘
ゑ
る
垂
。
そ
の
覚
義
に
北
酒
 
 

出
本
が
「
天
仁
二
正
義
忠
死
後
天
聞
行
方
」
と
す
る
（
鷲
 
正
月
は
前
記
の
通
り
系
 
 

図
の
誤
り
だ
が
、
こ
れ
は
義
忠
暗
殺
事
件
と
の
何
ら
か
の
関
連
を
窺
は
せ
る
記
事
 
 

と
し
て
よ
い
。
但
し
覚
義
が
こ
の
時
処
分
を
受
け
た
と
す
る
記
録
は
見
出
せ
ず
、
 
 

永
久
二
年
（
一
一
一
四
）
に
は
義
光
が
覚
義
に
所
領
を
譲
渡
し
て
を
り
雪
義
光
 
 

が
寂
し
た
大
治
二
年
（
一
一
二
七
）
に
は
覚
義
は
金
光
院
に
戻
つ
て
を
り
（
讐
仁
 
 

平
元
年
（
二
五
一
）
に
「
兵
衛
尉
身
族
之
中
、
成
幼
少
時
猶
予
之
契
」
の
あ
る
 
 

義
慶
に
金
光
院
主
職
を
譲
る
か
ら
垂
、
事
件
後
失
踪
し
た
侭
で
あ
つ
た
事
に
も
な
 
 

ら
な
い
。
従
っ
て
そ
の
注
記
の
真
偽
に
些
か
疑
は
し
い
所
が
あ
り
、
や
は
り
義
光
 
 

（
一
族
）
 
の
関
与
を
史
実
と
す
る
事
は
で
き
な
い
が
、
中
世
に
は
そ
の
風
説
の
あ
 
 

っ
た
事
が
確
認
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
今
見
る
『
尊
卑
』
の
記
事
が
大
い
に
そ
れ
を
 
 

敷
術
し
た
と
し
て
も
、
少
な
く
共
、
義
光
一
族
を
疑
ふ
見
方
が
あ
つ
た
事
は
確
か
 
 

で
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
 
 

四
、
事
件
と
義
光
一
家
 
 
 

義
光
は
後
三
年
の
役
の
際
、
兄
義
家
の
応
援
に
無
断
で
駆
け
つ
け
た
為
、
左
兵
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衛
尉
を
解
官
さ
れ
（
4
。
）
、
以
後
康
和
四
年
に
刑
部
丞
（
4
1
｝
と
見
え
る
が
、
天
永
二
年
に
 
 

は
前
官
と
な
つ
て
（
讐
 
以
降
永
久
二
年
（
二
一
四
）
七
月
に
「
前
刑
部
丞
源
義
 
 

光
」
〈
望
・
同
十
二
月
に
「
刑
部
大
夫
」
垂
と
あ
る
。
子
の
義
業
は
当
時
、
進
士
（
雪
 
 

或
は
北
酒
出
本
の
相
模
権
守
を
官
途
と
し
、
北
酒
出
本
に
「
長
和
二
二
升
七
」
 
 

（
一
〇
一
三
）
 
と
あ
る
が
、
『
佐
竹
家
系
辞
』
「
義
業
」
〈
響
の
考
証
通
り
、
長
承
二
 
 

年
（
一
一
三
三
）
に
五
十
七
歳
で
没
し
た
と
す
る
注
記
に
従
へ
ば
義
忠
暗
殺
時
、
 
 

義
業
は
三
十
三
歳
で
あ
る
。
義
光
が
官
位
に
関
し
て
言
へ
ば
兄
二
人
に
比
べ
不
遇
 
 

で
あ
る
事
は
確
か
で
、
そ
の
滅
亡
に
よ
り
棟
梁
の
座
を
狙
へ
る
受
益
者
の
位
置
に
 
 

あ
る
事
が
後
人
の
邪
推
を
呼
ん
だ
だ
け
で
あ
ら
う
か
。
但
し
白
河
院
が
所
領
争
ひ
 
 

に
際
し
て
「
義
光
ハ
エ
ヒ
ス
ノ
様
ナ
ル
モ
ノ
、
心
モ
ナ
キ
モ
ノ
ナ
リ
」
と
、
義
光
 
 

の
暴
発
に
危
倶
を
抱
い
て
ゐ
た
と
す
る
説
話
が
あ
り
（
雪
何
よ
り
源
氏
内
部
で
の
 
 

後
継
者
決
定
、
白
河
院
の
為
義
引
き
立
て
の
具
体
が
不
明
で
あ
る
以
上
、
義
光
一
 
 

族
の
思
惑
に
実
現
性
が
あ
つ
た
か
論
ず
る
事
も
無
理
だ
が
、
事
件
の
展
開
に
全
く
 
 

没
交
渉
で
な
か
つ
た
事
は
確
か
で
あ
る
。
 
 
 

先
の
義
光
の
永
久
二
年
の
覚
義
へ
の
譲
状
に
は
甲
賀
郡
柏
木
郷
が
見
え
た
が
 
 

（
現
水
口
町
）
、
少
な
く
共
、
義
綱
が
逃
れ
た
甲
賀
山
へ
の
通
り
道
で
あ
つ
た
。
 
 

事
件
当
時
の
同
郷
の
領
域
、
領
有
者
は
厳
密
に
云
っ
て
不
明
で
あ
る
が
、
当
時
義
 
 

光
所
領
と
す
る
と
義
網
逃
亡
の
常
助
、
或
は
朝
廷
へ
の
逃
亡
報
告
の
可
能
性
が
あ
 
 

り
、
義
網
所
領
と
す
る
と
事
件
後
の
恩
賞
と
し
て
義
光
が
得
た
可
能
性
が
生
じ
る
 
 

か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
は
義
光
の
関
与
の
性
質
が
見
極
め
難
い
が
、
『
尊
卑
』
 
 

で
は
義
光
と
共
謀
し
た
と
さ
れ
る
快
挙
4
8
）
の
動
き
は
普
通
で
は
な
い
。
快
誉
（
望
は
 
 

嘉
承
元
年
（
二
〇
六
）
 
四
月
よ
り
天
永
二
 
（
一
二
一
）
年
九
月
ま
で
『
殿
 
 

暦
』
の
二
十
八
ケ
所
に
見
え
る
が
、
一
例
を
除
き
全
て
、
 
 
 

新
造
不
空
窮
索
等
身
供
養
之
、
其
次
同
修
法
、
阿
閣
梨
懐
誉
三
井
寺
（
嘉
承
 
 

二
年
三
月
四
日
条
）
 
 

と
忠
実
の
祈
祷
・
供
養
の
導
師
と
し
て
登
場
す
る
。
そ
の
唯
一
の
例
外
が
前
掲
の
 
 

義
忠
暗
殺
後
の
二
月
十
二
日
条
で
、
し
か
も
快
挙
よ
り
忠
実
を
尋
ね
て
来
た
事
が
 
 

記
さ
れ
て
ゐ
る
。
忠
実
が
参
院
し
た
の
が
十
四
日
、
「
義
忠
殺
害
人
沙
汰
」
 
の
 
 

為
、
院
よ
り
使
が
来
た
の
が
翌
十
五
日
、
静
明
の
追
捕
が
十
六
日
で
あ
つ
た
事
か
 
 

ら
す
る
と
事
件
と
の
何
ら
か
の
関
係
を
疑
ひ
た
く
な
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
証
告
 
が
あ
つ
た
か
は
残
念
な
が
ら
明
ら
か
で
な
い
が
、
風
説
を
生
む
様
な
動
き
は
あ
つ
 
 

た
と
し
て
良
い
の
で
は
な
い
か
。
 
 

注
 
 

（
1
）
中
央
公
論
社
『
日
本
の
歴
史
 
六
 
武
士
の
登
場
』
 
「
東
の
源
氏
」
 
（
昭
 
 

和
四
十
年
）
 
 

（
2
）
 
『
日
本
初
期
封
建
制
の
基
礎
的
研
究
』
Ⅱ
二
幸
「
「
源
氏
内
紛
」
 
の
政
治
 
 

的
背
景
」
 
（
昭
和
五
十
一
年
、
初
出
『
日
本
歴
史
』
三
〇
〇
〔
昭
和
四
十
 
 

八
年
五
月
〕
）
・
小
学
館
『
日
本
の
歴
史
 
七
 
院
政
と
平
氏
』
 
（
昭
和
四
 
 

十
九
年
）
 
 

（
3
）
 
「
院
政
期
の
源
氏
」
 
（
御
家
人
制
研
究
会
編
『
御
家
人
制
の
研
究
』
所
収
、
 
 

昭
和
五
十
六
年
）
 
 

（
4
）
 
「
十
一
世
紀
末
期
の
河
内
源
氏
」
 
（
古
代
学
協
会
編
『
後
期
摂
関
時
代
史
 
 

の
研
究
』
所
収
、
平
成
二
年
）
・
吉
川
弘
文
館
 
『
日
本
の
時
代
史
 
七
 
 

院
政
の
展
開
と
内
乱
』
 
（
平
成
十
四
年
）
 
 

（
5
）
 
『
佐
竹
家
譜
』
一
「
義
光
」
 
（
秋
田
県
公
文
書
館
蔵
佐
竹
文
庫
蔵
）
 
 

（
6
）
 
近
世
の
『
長
倉
氏
世
系
図
』
 
（
佐
竹
文
庫
蔵
）
 
で
は
 
「
天
仁
元
年
二
月
源
 
 

義
忠
背
奉
宣
旨
、
義
光
奉
勅
、
家
臣
以
三
田
刑
部
渡
辺
源
太
等
令
討
之
」
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物
語
』
の
佐
竹
氏
記
事
に
つ
い
て
」
参
照
（
『
山
形
県
立
米
沢
女
子
短
期
 
 

大
学
紀
要
』
四
十
四
、
平
成
二
十
年
十
二
月
）
。
 
 

（
1
7
）
美
福
門
院
の
院
号
宣
下
は
久
安
五
年
（
一
一
四
九
）
 
で
あ
る
。
 
 

（
1
8
）
『
中
右
記
』
承
徳
二
年
（
一
〇
九
八
）
十
二
月
二
十
三
日
条
。
 
 

（
1
9
）
『
中
右
記
』
康
和
二
年
（
一
一
〇
〇
）
十
月
二
十
二
日
条
。
『
殿
暦
』
康
和
 
 

五
年
十
二
月
二
十
六
日
条
。
 
 

（
空
『
中
右
記
』
嘉
承
二
年
（
二
〇
七
）
十
月
二
十
二
日
条
裏
書
。
又
陽
明
 
 

文
庫
蔵
『
除
目
旧
例
』
「
直
慮
初
度
除
目
被
任
死
欠
井
服
者
例
」
か
ら
す
 
 

／‾■ヽ    （      （      （  

16 15 14 13 
）      ）      ）      ）  

三
代
要
略
』
は
続
群
書
類
従
に
よ
る
。
 
 

（
9
）
 
田
中
忠
三
郎
氏
旧
蔵
『
年
代
記
』
で
は
「
追
」
を
「
進
」
と
す
る
 
（
東
大
 
 

史
料
編
纂
所
の
紙
焼
写
真
に
よ
る
）
。
 
 

（
1
0
）
『
百
錬
抄
』
・
『
扶
桑
略
記
』
康
平
六
年
（
一
〇
六
三
）
二
月
二
十
七
日
条
。
 
 

（
1
1
）
『
扶
桑
略
記
』
治
暦
四
年
（
一
〇
六
八
）
五
月
二
十
四
日
条
・
『
江
記
』
同
 
 

七
月
二
十
一
日
条
（
木
本
好
信
氏
編
『
江
記
逸
文
集
成
』
に
よ
る
）
。
 
 

（
1
2
）
『
水
左
記
』
承
暦
元
年
十
一
月
二
十
六
日
条
。
次
の
『
中
右
記
』
共
に
新
 
 

訂
増
補
史
料
大
成
に
よ
る
。
 
 

と
し
て
討
伐
を
正
当
化
し
て
ゐ
る
。
 
 

（
7
）
『
西
岡
虎
之
助
著
作
集
』
第
二
巻
、
第
十
二
章
「
青
史
余
歴
」
十
七
「
源
 
 
（
2
1
）
 
 

義
忠
殺
害
事
件
」
・
十
八
「
源
義
綱
と
近
江
甲
賀
郡
」
 
（
執
筆
年
は
不
明
）
 
 

（
8
）
大
日
本
古
記
録
に
よ
る
。
次
の
『
百
錬
抄
』
は
新
訂
増
補
国
史
大
系
、
『
十
 
 
（
召
 
 

『
中
右
記
』
寛
治
七
年
（
一
〇
九
三
）
十
月
十
八
日
条
。
 
 

『
中
右
記
』
嘉
保
二
年
（
一
〇
九
五
）
十
月
二
十
三
日
条
。
 
 

『
中
右
記
』
嘉
保
元
年
三
月
八
日
条
。
 
 

『
尊
卑
』
の
義
光
の
官
途
が
同
じ
く
不
正
確
で
あ
る
事
は
拙
稿
「
『
平
家
 
 

ゐ
な
い
。
北
酒
出
本
と
同
系
と
思
し
き
米
沢
市
立
図
書
館
蔵
『
須
田
系
譜
』
 
 

義
忠
注
記
に
は
、
「
天
仁
二
二
四
於
二
江
口
遊
君
家
一
、
為
二
美
□
二
郎
源
義
 
 

明
一
被
＝
殺
害
一
了
」
 
と
義
明
の
関
与
を
明
確
に
し
て
、
鹿
嶋
冠
者
を
出
さ
 
 

な
い
。
但
し
同
系
図
の
史
料
的
価
値
に
つ
い
て
は
別
に
論
じ
た
い
。
 
 

（
警
『
長
秋
記
』
大
治
五
年
十
一
月
十
三
日
条
。
此
処
で
は
東
大
史
料
編
纂
所
 
 

蔵
の
東
山
御
文
庫
本
の
写
真
帳
に
よ
る
。
 
 

（
望
『
殿
暦
』
天
仁
二
年
三
月
十
日
条
。
 
 

（
2
5
）
『
本
朝
世
紀
』
久
安
二
年
正
月
二
十
三
日
条
。
 
 

（
M
空
『
清
和
源
氏
系
図
』
 
（
続
群
書
類
従
）
に
義
親
子
と
し
て
義
信
、
義
俊
、
 
 

義
音
、
義
行
が
見
え
る
が
、
義
俊
以
下
が
他
書
に
見
え
ず
、
何
に
拠
る
か
 
 

不
明
。
 
 

（
2
7
）
秋
田
県
立
公
文
書
館
佐
竹
文
庫
（
宗
家
）
蔵
本
。
 
 

（
讐
但
し
義
家
子
の
覚
豪
・
増
珍
・
信
実
は
未
確
認
で
あ
る
。
 
 

（
哲
『
渋
川
系
図
』
（
同
系
図
に
つ
い
て
は
近
時
発
表
予
定
）
、
尊
経
閣
文
庫
蔵
 
 

『
帝
皇
系
図
』
・
宮
内
庁
書
寮
部
蔵
『
源
氏
諸
流
系
図
』
・
菊
大
路
本
『
清
 
 

和
源
氏
系
図
』
（
東
大
史
料
編
纂
所
蔵
紙
焼
写
真
）
、
延
慶
本
『
平
家
物
語
』
 
 

「
源
氏
系
図
」
 
（
汲
古
書
院
影
印
）
。
 
 

（
3
0
）
『
台
記
』
康
治
元
年
八
月
三
日
粂
。
『
保
元
物
語
』
で
も
義
親
・
義
忠
と
の
 
 

関
係
に
触
れ
な
い
。
 
 

（
3
1
）
『
完
訳
日
本
の
古
典
四
十
五
 
平
家
物
語
四
』
所
収
の
長
禄
本
に
よ
る
。
 
 

る
と
兵
衛
尉
を
経
て
ゐ
な
い
事
が
分
か
る
。
 
 

『
尊
卑
』
で
は
重
実
子
の
重
遠
が
義
家
の
婿
に
な
つ
た
と
す
る
注
記
が
あ
 
 

る
が
、
北
酒
出
本
に
は
そ
の
旨
の
注
記
は
な
い
。
 
 

『
百
錬
抄
』
・
『
十
三
代
要
略
』
で
も
重
美
が
冤
罪
で
あ
つ
た
と
は
さ
れ
て
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半
井
本
『
保
元
物
語
』
下
「
為
義
最
後
ノ
事
」
に
も
「
八
幡
太
郎
義
家
ガ
 
 

四
男
也
」
と
あ
る
（
未
刊
国
文
史
料
『
保
元
物
語
〔
半
井
本
〕
と
研
究
』
 
 

に
よ
る
）
。
 
 

（
聖
『
平
家
』
の
信
連
合
戦
、
『
承
久
記
』
の
伊
賀
判
官
光
季
合
戦
の
奮
戦
の
様
 
 

式
に
通
ず
る
。
 
 

（
警
「
長
楽
寺
本
『
源
氏
系
図
』
成
立
試
論
」
（
『
山
形
県
立
米
沢
女
子
短
期
大
 
 

学
附
属
生
活
文
化
研
究
所
報
告
』
三
十
三
、
平
成
十
八
年
三
月
）
 
 

（
聖
長
楽
寺
本
は
『
群
馬
県
史
 
五
 
中
世
編
一
』
所
収
。
次
の
抄
本
寺
本
は
 
 

『
千
葉
県
の
歴
史
 
資
料
編
 
中
世
三
』
に
所
収
。
内
閣
文
庫
本
も
大
略
同
。
 
 

（
哲
『
園
城
寺
伝
記
』
三
所
収
（
大
日
本
仏
教
全
書
）
。
猶
、
『
寺
門
伝
記
補
録
』
 
 

（
誉
）
 
 
 
十
五
「
快
覚
」
に
は
、
「
初
住
花
林
房
、
後
西
蓮
坊
」
と
あ
り
、
こ
れ
に
 
 

依
れ
ば
甥
の
覚
義
に
花
林
房
主
職
を
譲
っ
た
と
考
へ
ら
れ
、
快
誉
と
覚
義
 
 

が
師
弟
関
係
に
あ
つ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
 
 

（
哲
当
該
箇
所
は
（
1
6
）
の
拙
稿
に
翻
刻
（
同
系
の
御
霊
神
社
本
に
は
な
い
）
。
 
 

『
須
田
系
譜
』
に
は
快
誉
・
覚
義
を
掲
出
せ
ず
、
別
人
と
混
同
す
る
。
『
渋
 
 

川
系
図
』
に
は
「
金
光
院
々
主
」
・
「
刑
部
阿
閣
梨
」
・
「
花
林
房
」
の
注
記
 
 

が
あ
る
。
 
 

（
3
7
）
 
「
源
義
光
処
分
状
写
」
 
（
『
園
城
寺
伝
記
』
三
）
 
 

（
讐
『
後
拾
遺
往
生
伝
』
中
「
入
道
前
刑
部
丞
源
義
光
」
（
日
本
思
想
大
系
『
往
 
 

生
伝
 
法
華
験
記
』
）
 
 

（
警
「
覚
義
処
分
状
写
」
（
『
園
城
寺
伝
記
』
三
）
。
こ
の
兵
衛
尉
は
兄
弟
の
義
 
 

定
か
。
 
 

（
4
0
）
『
大
府
記
』
寛
治
元
年
八
月
二
十
九
日
条
（
『
大
日
本
史
料
』
三
之
一
、
 
 

寛
治
元
年
九
月
二
十
三
日
条
所
収
）
・
『
本
朝
世
紀
』
同
九
月
二
十
三
日
粂
。
 
 

′一＼  ／‾■、     （       （       （  

45 44 43 42 41  
）      ）      ）      ）      ）  

（
響
秋
田
県
立
公
文
書
館
佐
竹
文
庫
（
宗
家
）
蔵
本
。
 
 

（
4
7
）
『
十
訓
抄
』
九
ノ
二
、
古
典
文
庫
の
片
仮
名
本
に
よ
る
。
 
 

（
響
『
伝
法
濯
頂
血
脈
譜
』
に
「
久
寿
二
二
十
七
卒
 
八
十
二
」
と
あ
る
（
『
園
 
 

城
寺
文
書
七
』
所
収
）
。
 
 

（
4
9
）
嘉
承
二
年
六
月
二
十
七
日
条
・
同
八
月
十
九
日
条
・
天
永
元
年
十
月
五
日
 
 

条
以
外
は
懐
誉
と
記
さ
れ
る
。
 
 

『
殿
暦
』
康
和
四
年
二
月
三
日
条
（
大
日
本
古
記
録
）
。
 
 

『
殿
暦
』
天
永
二
年
九
月
二
十
四
日
条
。
 
 

『
寺
門
伝
記
補
録
』
二
所
収
「
源
義
光
処
分
状
写
」
 
（
『
平
安
遺
文
』
補
四
〇
）
 
 

『
殿
暦
』
永
久
二
年
十
二
月
二
十
九
日
条
。
 
 

『
除
目
大
成
抄
』
「
大
学
寮
文
章
生
注
進
」
に
よ
れ
ば
、
永
久
三
年
三
月
一
 
 

日
に
文
章
生
に
補
せ
ら
れ
る
。
米
谷
豊
之
祐
氏
「
佐
竹
家
の
祖
－
源
義
業
」
 
 

（
『
古
代
文
化
』
五
十
四
ノ
六
、
平
成
十
四
年
六
月
）
参
照
。
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